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役場からのお知らせ役場からのお知らせ
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国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ

び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら

１２
月

３１
日
ま

で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象
で
す
。

　
こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
平
成

２５
年
１
月
１
日
か
ら
９
月

３０
日

ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、「
社
会
保
険

料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」

が
１１
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
平
成

２５
年

１０
月

１
日
か
ら

１２
月

３１
日
ま
で
の
間
に
今
年

は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ

れ
た
方
に
は
、
来
年
２
月
上
旬
に
送
付

さ
れ
ま
す
。

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
必

ず
こ
の
証
明
書（
ま
た
は
領
収
証
書
）を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
も
、
納
付
し
た
ご
本
人
の

社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ご
家
族
あ
て
に
送
ら
れ

た
控
除
証
明
書
を
添
付
し
て
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

※
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
に
つ
い
て
の
ご
照
会

は
、
控
除
証
明
書
の
は
が
き
に
表
示

さ
れ
て
い
る
年
金
事
務
所
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年

金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の
課
税

対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。（
障
害
年
金
・

遺
族
年
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。）

　
課
税
対
象
と
な
る
受
給
者
の
方
に
は
、

毎
年

１１
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構

か
ら
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
が
送
付

さ
れ
ま
す
の
で
、

１２
月
１
日
ま
で
に
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中
に
受
け

ら
れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得
税
の
源
泉

徴
収
税
額
が
決
ま
り
ま
す
。
提
出
を
忘

れ
る
と
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
所

得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
多
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
年
金
以
外
に
収
入
が
あ
る
方

は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　
現
在
の
年
金
額
は
、
過
去
に
物
価
が

下
落
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
金
額

を
据
え
置
い
た
こ
と
で
、
本
来
の
水
準

よ
り
も
２
・
５
％
高
い
水
準（
特
例
水

準
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成

２４
年
の
法
律
改
正
で
、
平
成

２５

年
１０
月
以
降
、
段
階
的
に
特
例
水
準
を

解
消
し
、
年
金
財
政
の
改
善
を
図
る
と

と
も
に
、
将
来
の
受
給
者
と
な
る
若
い

世
代
に
も
考
慮
し
て
、
世
代
間
の
公
平

を
図
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
平
成

２５
年

１０
月
分
以
降

と
し
て
お
支
払
い
す
る
年
金
額
は
、
平

成
２５
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
額
か
ら
、

マ
イ
ナ
ス
１
・
０
％
の
改
定
が
行
わ
れ

ま
す
。
改
定
後
の
年
金
額
は
、

１２
月
４

日
以
降
、
年
金
額
改
定
通
知
書（
原
則

と
し
て
、
年
金
振
込
通
知
書
と
一
体
と

な
っ
た
ハ
ガ
キ
）で
、
日
本
年
金
機
構

よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
黒
潮
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庁 
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民
課 

住
基
戸
籍
係

　
蕁
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０（
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支
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民
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総
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５
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０
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通
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日
本
年
金
機
構 

幡
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年
金
事
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６（
直
通
）

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
ま
す

〜
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で

　
　
　
　
大
切
に
保
管
を
〜

年
金
受
給
者
の
み
な
さ
ん
へ

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
は

期
限
ま
で
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
！

１２
月
支
給
分
（
１０
月
分
）
か
ら

年
金
額
が
変
わ
り
ま
す

「扶養親族等申告書」が送付される方

年　齢 年金額

65歳未満 108万円以上

65歳以上 158万円以上

年金額の改定スケジュール（予定）

支給月分 改定率

平成25年10月 1.0％減

平成26年04月 1.0％減

平成27年04月

※物価・賃金が上昇した場合には、引き
　下げ幅は縮小します。

0.5％減


